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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【公表番号】特表2005-538741(P2005-538741A)
【公表日】平成17年12月22日(2005.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2005-050
【出願番号】特願2005-505529(P2005-505529)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｍ   1/00    　　　Ａ
   Ｃ１２Ｑ   1/02    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  27/02    　　　Ｄ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年8月18日(2010.8.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞の転移・侵入を監視する器材であって、
イ．細胞のサンプルを入れる上室と、
ロ．少なくとも二つの電極がある下室と、
ハ．該上室と該下室を隔てて細胞の転移、通り抜けのために充分な孔を有する生体適合多
孔性膜であって、該生体適合多孔性膜の底部に、該少なくとも二つの電極が配設されると
もに部分的に各孔を通して露出している、生体適合多孔性膜とを有するともに、
該少なくとも二つの電極が同じ表面積を有し、
細胞が、該生体適合多孔性膜を経て転移して、転移された細胞が、該下室に位置している
前記電極の一つまたは複数と附着し、該附着が、該少なくとも二つの電極間にて、検出可
能なインピーダンス変化を引き起こすものであって、
前記電極のうちの少なくとも二つの電極と連結しているインピーダンス分析器を備えるこ
とを特徴とする、監視用器材。
【請求項２】
　前記生体適合多孔性膜が、ガラス、ケイ素、一つまたは複数の重合物で作られ、厚さが
２μｍ～５００μｍであることを特徴とする、請求項１に記載の監視用器材。
【請求項３】
　前記生体適合多孔性膜が、一層のコーティング物質をを有し、一つまたは複数の細胞が
該コーティング物質に附着することを促進することを特徴とする、請求項１に記載の監視
用器材。
【請求項４】
　請求項１に記載の監視用器材であって、
イ．少なくとも二つの前記電極と連結しており、少なくとも二つの電極から伸ばされた　
　導線と、
ロ．該導線とインピーダンス分析器とを接続する電気接続手段と
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を備えることを特徴とする、監視用器材。
【請求項５】
　細胞の転移・侵入を監視する方法であって、
イ．請求項４に記載の監視用器材を提供し、
ロ．細胞を該測定装置の上室に入れ、
ハ．前記電極間にインピーダンスの変化があるかどうかを確認して、該電極間のインピー
ダンス値の変化が、細胞が前記生体適合多孔性膜を通じて、侵入・転移されたことを反映
していることを特徴とする、監視方法。
【請求項６】
　既知または疑わしい細胞転移調節因子を該監視用器材の下室、上室、または下室と上室
に入れることが含まれることを特徴とする、請求項５に記載の監視方法。
【請求項７】
　使用される細胞が、哺乳動物の細胞で、既知または疑わしい悪性腫瘍細胞または神経細
胞のいずれでも良いことを特徴とする、請求項５に記載の監視方法。
【請求項８】
　重合物には、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポロスチレン、ポリカーボネート、
ポリ塩酸ビニル、ポリエステル、ポリエチレンまたは尿素フォームアルデヒド樹脂等が含
まれることを特徴とする、請求項２に記載の監視用器材。
【請求項９】
　前記生体適合多孔性膜には、少なくとも一つの直径１μｍ～３０μｍのマイクロ孔があ
ることを特徴とする、請求項１に記載の監視用器材。
【請求項１０】
　前記生体適合多孔性膜は、膜の上表面において、一層の上皮細胞層または内皮細胞層を
付けることができることを特徴とする、請求項１に記載の監視用器材。
【請求項１１】
　細胞／ベース基板界面のインピーダンス、抵抗、または静電容量を測定する装置であっ
て、同じ表面積を有する二つ以上の電極が、少なくとも一つの孔を有するフレキシブルな
生体適合膜の片面に加工されており、該二つ以上の電極が部分的に該生体適合膜の孔を通
して露出しており、該孔を通して該二つ以上の電極が、少なくとも１つの電極が、孔付き
膜を透過する全部あるいは一部の細胞と接触し、該装置には、細胞の附着または生長に適
する表面があり、該附着が、該二つ以上の電極間にて、検出可能なインピーダンス変化を
引き起こすことを特徴とする、測定装置。
【請求項１２】
　前記生体適合多孔性膜が、ガラス、ケイ素、一つまたは複数のプラスチック、又は多重
合物で作られ、厚さが、２μｍ～５００μｍであることを特徴とする、請求項１１に記載
の測定装置。
【請求項１３】
　前記生体適合多孔性膜には、一層のコーティング物質があって、一つまたは複数の細胞
を附着し、該コーティング物質は、細胞外マトリックス成分が含まれることを特徴とする
、請求項１２に記載の測定装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも二つの電極が、相互交叉または同心円の電極構造になっていることを特
徴とする、請求項１１に記載の測定装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも二つの電極の幾何形状が、円在線状、菱形在線状、ギザギサ付の棒状電
極状、サイングラフ状であることを特徴とする、請求項１１に記載の測定装置。
【請求項１６】
　前記電極の幅が、２０μｍ～２５０μｍで、電極間の間隔が、３μｍ～８０μｍであり
、電極間間隔と電極幅の比が、１：２０～１：３であり、電極の間隔が、インピーダンス
や抵抗または静電容量の測定に使われる細胞の直径に比べて、０．２倍～３倍であること
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を特徴とする、請求項１４に記載の測定装置。
【請求項１７】
　一つの液体容器中に入れられることを特徴とする、請求項１１に記載の測定装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも二つの電極と連結されるインピーダンス分析器を備えることを特徴とす
る、請求項１７に記載の測定装置。
【請求項１９】
　前記電極が加工されている前記生体適合多孔性膜の露出面において、電極の分布は、均
一であり、電極の分布は、少なくとも前記生体適合多孔性膜の総露出面積の少なくとも５
０％を占めることを特徴とする、請求項１１に記載の測定装置。
【請求項２０】
　前記二つまたは二つ以上の電極には、少なくとも四つの電極が含まれており、これらの
電極は、二つまたは二つ以上の相互交叉電極（ＩＤＥＳ）構造ユニットまたは同心円電極
（ＣＣＥＳ）構造ユニットによって、電極列構造体を形成するとともに、該構造ユニット
には、少なくとも二つの電極が含まれることを特徴とする、請求項１１に記載の測定装置
。
【請求項２１】
　前記生体適合多孔性膜は、可逆または不可逆的に複数の隔てられた液体容器構造に据え
付けられており、少なくとも一つの液体容器に相互交叉電極（ＩＤＥＳ）または同心円電
極（ＣＣＥＳ）構造ユニットがあり、各ＩＤＥＳまたはＣＣＥＳ構造ユニットによって隔
てられた液体容器にとっては、電極が加工されている生体適合多孔性膜の露出面において
、その上に分布する電極が、均一に分布される、請求項２０に記載の測定装置を備えるこ
とを特徴とする、測定装置。
【請求項２２】
　細胞／ベース基板界面のインピーダンスや抵抗、静電容量の測定に使われるシステムに
は、インピーダンス分析器と連結される四つの電極が含まれることを特徴とする、請求項
２１に記載の測定装置を備える測定システム。
【請求項２３】
　測定装置は、液体容器の上室と下室を隔てることを特徴とする、請求項１７に記載の測
定装置。
【請求項２４】
　前記生体適合多孔性膜の上表面には１層の細胞層があって、その細胞はＣａｃｏ－２で
あることを特徴とする、請求項２３に記載の測定装置。
【請求項２５】
　前記生体適合多孔性膜の上表面には１層の細胞層があって、その細胞は上皮細胞または
内皮細胞であることを特徴とする、請求項２４に記載の測定装置。
【請求項２６】
　一つまたは複数の細胞が上皮細胞層または内皮細胞層を通り抜ける転移・侵入を測定す
る場合、その下室、または上室、又は下室と上室には、少なくとも既知または疑わしい細
胞転移・侵入の調節因子が含まれていることを特徴とする、請求項２５に記載の測定装置
。
【請求項２７】
　前記少なくとも二つの電極が、前記生体適合多孔性膜の下表面に加工されており、該生
体適合多孔性膜上に少なくとも一つある、孔の直径が、１μｍ～２５μｍであることを特
徴とする、請求項２３に記載の測定装置。
【請求項２８】
　前記生体適合多孔性膜には少なくとも１種の物質があって、該物質が膜の上表面での細
胞の附着を促進することを特徴とする、請求項２７に記載の測定装置。
【請求項２９】
　前記生体適合多孔性膜の上表面には、少なくとも生物分子コーティング、または少なく
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とも細胞外マトリックスのコーティング、又は上皮細胞層または内皮細胞層があることを
特徴とする、請求項２７に記載の測定装置。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の測定装置において、一つまたは複数の細胞の転移・侵入の測定に使
われる場合、その下室、または上室、又は下室と上室には、少なくとも既知または疑わし
い細胞の転移・侵入の調節因子が含まれることを特徴とする、測定装置。
【請求項３１】
　請求項１１に記載の測定装置を備えるとともに、生体適合多孔性膜を備える一つのプレ
ートが含まれており、該プレート上には、二つまたは、複数の孔があり、該プレートが、
各孔を上室と下室とに隔てることを特徴とする、測定装置。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の測定装置において、二つまたはそれ以上の電極が前記生体適合多孔
性膜の下表面に位置していることを特徴とする、測定装置。
【請求項３３】
　細胞／ベース基板界面のインピーダンスや抵抗、静電容量の測定に使われる装置におい
て、前記生体適合多孔性膜が、可逆または不可逆的に二つの孔またはそれ以上の孔が付い
ている第１層のプレートに据え付けられるが、これらの孔は、細胞転移ユニットの下室を
構成するとともに、可逆または不可逆的に第２層のプレートに据え付けられるが、該第２
層のプレート上には、チューブ状構造があって、細胞転移ユニットの上室を構成し、各細
胞転移ユニットでは、単独の相互交叉電極構造（ＩＤＥＳ）または同心円電極構造の電極
列構造体が形成されることを特徴とする、請求項２１に記載の測定装置。
【請求項３４】
　前記電極列構造体が、前記生体適合多孔性膜の下表面に位置することを特徴とする、請
求項３３に記載の測定装置。
【請求項３５】
　細胞／ベース基板界面のインピーダンスや抵抗、静電容量を測定する装置であって、
イ．一つまたはそれ以上に孔が付いている底板プレート一つと、
ロ．一つの底板プレートに適合するインサート・トレー（ｉｎｓｅｒｔ　ｔｒａｙ）と　
、を有し、該インサート・トレーには、一つまたは複数のインサートチェンバーがあ　っ
て、各インサートチェンバーには、
　　液体滲み漏れのない壁、および
　　請求項１１に記載の測定装置で構成された各インサートチェンバーの底面を有し、か
つ、各インサートチェンバーが、底板プレートの一つの孔に入れることができ、底板プレ
ートの孔が、下室となり、該インサートチェンバーが、細胞転移・侵入の上室となること
を特徴とする、測定装置。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の測定装置中、少なくとも二つの電極が前記生体適合多孔性膜の下表
面に加工されており、少なくとも一つの孔の直径が、１μｍ～２５μｍであることを特徴
とする測定装置。
【請求項３７】
　細胞の転移・侵入を監視する方法であって、
イ．請求項２２に記載の測定システムを提供することと、
ロ．細胞を前記測定装置の上室の中に入れることと、
ハ．電極間のインピーダンス値を測定して、細胞の転移・侵入を観察することとを含むこ
とを特徴とする、監視方法。
【請求項３８】
　前記測定装置の下室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれるか、また
は、前記測定装置の上室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれることを
特徴とする、請求項３７に記載の監視方法。
【請求項３９】
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　　細胞の転移・侵入を監視する方法であって、
イ．請求項３３に記載の測定装置を提供することと、
ロ．細胞を該測定装置の上室の中に入れることと、
ハ．電極間のインピーダンス値を測定して、細胞の転移・侵入を観察することとを含むこ
とを特徴とする、監視方法。
【請求項４０】
　前記測定装置の下室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれるか、また
は、該測定装置の上室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれることを特
徴とする、請求項３９に記載の監視方法。
【請求項４１】
　細胞の転移・侵入を監視する方法であって、
イ．請求項３５に記載の測定装置を提供することと、
ロ．細胞を該測定装置の上室の中に入れることと、
　ハ．電極間のインピーダンス値を測定して、細胞の転移・侵入を観察することとを含む
ことを特徴とする、監視方法。
【請求項４２】
　前記測定装置の下室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれるか、また
は、前記測定装置の上室に既知または疑わしい細胞移転・侵入調節因子が含まれることを
特徴とする、請求項４１に記載の監視方法。
【請求項４３】
　細胞層完璧性の分析方法には、請求項２０記載の測定装置の上室の中での細胞の培養、
インピーダンス分析器による膜上に加工された電極間のインピーダンスの測定が服されて
おり、少なくとも一つの該上室の中の細胞層の完璧性をチェックすることを特徴とする、
測定方法。
【請求項４４】
　細胞／ベース基板界面のインピーダンス、抵抗、静電容量を測定するシステムであって
、
イ．請求項３３に記載の測定装置と、
ロ．一つのインピーダンス分析器と、
ハ．スイッチがあって、インピーダンスの制御や転換に使われ、該測定装置の異なる電　
　極構造ユニットに連結されるインターフェース電子回路と
　　　を備えることを特徴とする、測定システム。
【請求項４５】
　一つのソフトウェアプログラムを備え、前記測定装置の電極間または測定装置の電極構
造間のインピーダンス値に対して、リアルタイム分析・チェックができることを特徴とす
る、請求項４４に記載の測定システム。
【請求項４６】
　前記ソフトウェアプログラムには、下記の機能、
イ．電子スイッチを制御して、インピーダンス分析器を装置上複数の電極構造ユニット中
、一つに連結すること、
ロ．インピーダンス分析器を制御して、ある一つの周波数または複数の周波数上におい　
　て、電極構造間のインピーダンスを測定すること、
ハ．測定されたインピーダンスデータによって、適当な生物関連パラメーターが得られる
こと、
ニ．モニタ上にデータを表示するか、または保存されること、
ホ．規則的または非規則的な時間間隔にて、上記の（イ）～（ニ）の機能が自動的に実行
されること、
の少なくとも１つが含まれることを特徴とする、請求項４５に記載の測定システム。
【請求項４７】
　　前記生体適合多孔性膜の孔の直径が、５μｍ以下であることを特徴とする、請求項１
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に記載の細胞の転移・侵入の監視用器材。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
図１１は、測定器材とＭＴＴ分析法によって細胞に対する定量的測定結果を示したもので
ある。シリーズに希釈したＮＩＨ３Ｔ３細胞（１００００、５０００、２５００、１２５
０、６２５個細胞）は、同時にファイブロネクチン（ｆｉｂｒｏｎｅｃｔｉｎ）で包まれ
た（Ｃｏａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｆｉｂｒｏｎｅｃｔｉｎ）測定器材と９６孔のプレート上
に乗せる。この器材を使用する実験中、インピーダンス（この図の中では抵抗である）は
、接種１６時間後に測定したものである。ＭＴＴ測定実験中、細胞は接種１６時間後にＭ
ＴＴ染料で染色され、それからＥＬＩＳＡプレートリーダー（ｐｌａｔｅ　ｒｅａｄｅｒ
）で、５４０ｎｍの波長を選択して測定したものである。図に示した通り、器材は定量的
に細胞数の変化を測定することができる。両種の測定方法によって得られた結果は、非常
に接近している。更に、目下チップの設計は、６００個以下細胞の測定能力を持っている
ので、この点で言えば、ＭＴＴ測定法に比べてほぼ同じぐらいである。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　図１７は、複数ポイントの細胞転移／侵入の測定装置の略図である。その底板プレート
（１７３０）は、複数の下室と構成されており、頂板プレート（１７１０）は、複数のイ
ンサート孔と構成されており、インサート孔の底面は孔付き膜で、その底部は電極で、下
室を向いている。測定の際、頂板プレート（１７１０）は、底板プレート（１７３０）上
に置き、各インサート孔底面に位置している電極は、多様な方式によって、インピーダン
ス分析器に連結される。例えば、膜の下表面に位置している電極は、インサート孔外側に
位置している導電回路（１７８０）を通じてインサート孔果ての連結点（１７９０）に連
結し、インサート孔が底板プレートに差し入れられた場合、この連結ポイント（１７９０
）は、底板プレート上の連結盤と連結される（１７９５）、この底板プレートに位置して
いる連結盤（１７９５）は、測定の際、インピーダンス分析器に連結される。もう一つの
例では、膜の下表面の電極は、膜上の連結盤の所に（示してない）連結されている。イン
サート孔が底板プレートにインサートされる場合、この連結盤は、下室上に位置している
針状あるいはその他の形状の連結点と連結することができる（１７４５）。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　図２０は、複数ポイントの細胞侵入／転移を測定する装置であって、底板プレート（２
０３０）は、複数の下室で構成されている。電極は下室の底面に位置されており、頂板プ
レートを向いている。頂板プレートの２０１０は、複数のインサート孔２０１５で構成さ
れており、各インサート孔の底面は、全て膜であり、測定の際は、頂板プレートを底板プ
レート（２０３０）の上に置き、下室の底面の電極は、異なる方法によって、インピーダ
ンスの分析器と連結できる。
【誤訳訂正５】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９４】
　“インサート・トレー”（ｉｎｓｅｒｔ　ｔｒａｙ）とは、一種の１つあるいは複数の
ミゾあるいは孔（以下インサートと呼ぶ）構造であり、それは、液体の容器内に入られる
。また、インサート・トレーは、複数のインサートも含んでおり、それらも複数の液体容
器あるいは多孔プレートに入られる。このように、インサート・トレーの一つあるいは複
数もインサートは、液体容器あるいは多孔プレート中にて、チェンバーを形成する。本発
明のある情況において、一つのインサート・トレーには、少なくとも一つの本発明の器材
があって、少なくとも一つのインサートの底面を構成する。これを液体容器の中に入れる
と、インサートは、チェンバーを構成し、その、チェンバーの底面には、少なくとも一つ
の非導電の電極がある。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０３】
装置の使用中、任意の細胞と接触する非導電（絶縁材）ベース基板表面は、全て生体適合
性材料であるべきで、最適なのは、これらの非導電ベース基板の少なくとも一つの表面は
、細胞の附着あるいは生長に適合すべきである。非生体適合性あるいは細胞の生長に不適
合の材料は、他の物質をコーティングすることによって（例えば、重合物あるいは生物分
子コーティング）、細胞がその上に附着生長するようにする。そのため、本装置の膜表面
には、ある物質が含まれる。例えば、プラスチックは、細胞の附着や生長に適しているか
、あるいは両者の任意一つ、または付加的に一層のコーティングを含ませて、細胞が生物
膜上に附着させる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０４】
　生体適合性膜は、あるコーティングを選択することができ、一種あるいは多種の細胞の
附着を促進する。このコーティングは、重合物やプラスチック、あるいは生物分子または
その誘導物などいずれにも選択できる。例えば、多重合物、ポリオルニチン、ポリリジン
、ペプチド、蛋白質などを含む。あるいは細胞外マトリックス（あるいはその誘導物）、
ゲル、ファイブロネクチン、層粘着蛋白、コロイド、Ｇｌｙｃｏｓａｍｉｎｏｇｌｙｃａ
ｎ、ペプチドグリキャンなどを含む。これらのコーティングは、装置の使用中、なるべく
細胞との接触が可能であるかあるいは細胞に露出されているベースの表面（電極の表面を
含めて）を覆うべきである。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０５】
　コーティングは、半固体あるいはゲルを使うことができ、その他の附加部物質、例えば
生長因子を入れることもできる。また、生物分子の複合物、天然細胞外マトリックス（Ｅ
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ＣＭ）のアナログ物質であっても良い。例えば、Ｍａｔｒｉｇｅｌ（登録商標）、ベース
膜ベース（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）で、これは、Ｅｎｇｅｌｂｒｅｔｈ－Ｈｏｌｍ
－Ｓｗａｒｍ（ＲＥＨＳ）ネズミの腫瘍から抽出した可溶性ベース膜物質であって、これ
らの腫瘍には豊な細胞外マトリックス蛋白を持っている。その主な成分は、コロイドＩＶ
につながる層粘着蛋白、硫酸塩アセと肝臓素、巣蛋白等が含まれる。その中には、β－Ｔ
ＧＦ、繊維母細胞生長因子、組織血繊維蛋白、酵素溶解原動因子及びその他のＥＨＳ腫瘍
中の生長因子などが含まれている。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０８】
　また、本発明の最適である実施例中、生体適合多孔性膜の孔の直径は、測定される細胞
／ベース基板界面のインピーダンス、抵抗、電気容量等を測定する細胞の透過を許さない
場合もある。例えば、孔の直径は、５μｍであって、もっと最適なのは１μｍであった。
この情況では、１個あるいは複数の電極が膜上に加工され、膜上にて生長した細胞が侵入
されて、細胞が破壊され、インピーダンスの変化があって、測定されるのである。また、
ある情況では、細胞の膜上での生長、附着、抜け落ち、形態、運動なども観察測定できる
。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２５】
　本装置には、また、１つあるいは複数の連結盤に連結する１つあるいは複数のインピー
ダンス分析器が含まれており、電極は直接あるいは間接的に連結盤に連結され、そしてま
たインピーダンス分析器に連結される。最適に、連結盤は本発明器材の境あるいは周辺に
位置している。しかし、これは絶対的に求められているとは言えない。選択できるのは、
電極と連結盤との連結は、ベース基板の一方の連結通路に位置していることである。本発
明の実施例中、膜上電極が加工されている生体適合多孔性膜は、サンプル液体を乗せられ
る液体容器あるいは多孔プレートの一部であるか、あるいは容器または多孔プレートに結
合されているか、若しくは容器あるいは多孔プレート内部に位置している。これらの実施
例中、連結盤は液体容器上に位置することができ、あるいは１つまたは複数の液体容器上
に位置することができる。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１４３】
　本発明の好ましい実例中、細胞／ベース基板界面のインピーダンス、抵抗、あるいは電
気容量などの測定用器材は、４つあるいは複数の電極を具備し、少なくとも１つの生体適
合多孔性膜上の同一表面に加工されており、生体適合多孔性膜は、少なくとも１つの表面
が一種あるいは複数種類の細胞を附着する。好ましくはこの４つあるいは複数の電極は１
つあるいは複数のＩＤＥＳｓあるいはＣＣＥＳｓの電極列構造体が含まれており、１つの
ＩＤＥＳあるいはＣＣＥＳには少なくとも２つの電極がある。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】０１５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５１】
　本発明の器材は、白血球細胞の転移を更に効果的に分析し、また益々高まっている測定
システムの需要を満たすことができる。この発明は、一種の標記なしで、リアルタイムチ
ェック方法を提供しており、白血球細胞が内皮細胞を通り抜ける、転移・侵入の測定に使
われる。本発明の電子器材は、よく使われている孔跨り膜細胞転移装置モデルを保ってお
り、孔付き膜インサート構造と下室があって、マイクロ電子センサーは、インサート構造
の孔付き膜に加工されていて、測定の際は、細胞ベース基板のインピーダンスを測定する
。このセンサーは、電極にしっかりと附着した細胞を測定することができる。例えば、細
胞単層及び転移が細胞単層を透過する細胞である。そのため、白血球細胞の内皮細胞を通
り抜けて転移することをリアルタイムチェックだけでなく、この器材は白血球細胞を入れ
て測定する前、細胞単層の完全性をも測定することができ、これによって測定方法の正確
性と再現性を高めている。本器材、装置及びシステムは、その他の細胞に対して類した測
定を行うことができる（例えば、癌細胞のＥＣＭあるいは細胞層を通り抜ける侵入測定）
。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５６】
　他の実施例中、電極は膜の下表面に加工されている。この情況では、生体適合多孔性膜
の孔直径は約１μｍ以上で、最適には３０μｍである。生体適合多孔性膜の上表面には、
少なくとも１種の物質があって、細胞が下表面物質への附着に利するようにする。膜の上
表面には、少なくとも一種の細胞外マトリックス成分が含まれる（Ｅｘｔｒａｃｅｌｌｕ
ｌａｒ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）。あるいは、最適に多種の細胞外マトリッ
クス成分によって組合体を構成する。例えば、Ｍａｔｒｉｇｅｌ（登録商標）ベースは、
膜のベース（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）である。これは、Ｅｎｇｅｌｂｒｅｔｈ－Ｈ
ｏｌｍ－Ｓｗａｒｍ（ＲＥＨＳ）によって、一種の豊富な細胞外マトリックス蛋白を含む
腫瘍中から抽出した可溶性ベース膜組織である。その主な成分は、層粘着蛋白、コロイド
ＩＶ、硫酸塩アセト・へパリン、巣蛋白などである。これには、またβ―ＴＧＦ、繊維母
細胞生長因子、組織血繊維蛋白溶解酵素原励起因子、及びその他のＥＨＳ腫瘍中生長因子
等が含まれている。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７０】
　本発明には、また、細胞／ベース基板界面のインピーダンス、抵抗、あるいは電気容量
を測定する装置が含まれている。中には、１つのインサート・トレーがあって、１個ある
いは複数のインサートチェンバーで、各チェンバー（室）の壁は、滲み漏れがなく、各チ
ェンバーには全てマイクロ孔付きの生体適合多孔性膜があって、膜上には２つあるいは２
つ以上の電極があって、この膜はインサートチェンバーによって底面を構成する。また、
この装置は、１つの孔あるいは複数孔のプレートが含まれており、インサート・トレーは
、このプレートに適合している。そして、インサート・トレーは、複数のインサートチェ
ンバーと１つの相応の多孔底板プレートがあり、インサート・トレーの設計は、インサー
トチェンバーとプレート上の孔が一致するようにして、しかもプレート上の孔に入られよ
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うにする。なお、各インサートチェンバーをプレートの孔に入れると、プレート上の孔は
、下室を構成する。また、インサート・トレーのインサート構造は、細胞の転移・侵入ユ
ニットの上室を構成する。
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